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はじめに   

子ども虐待については、平成12年に児童虐待の防止等に関する法律（以下「児  

童虐待防止法」という。）が制定され、子ども虐待の予防、早期発見・早期対応、  

虐待を受けた子どもの保護・自立に向けた支援など子ども虐待対応の各段階に  

応じた切れ目のない総合的な対策が行われてきている。しかしながら、児童相  

談所及び市町村における児童虐待に関する相談対応件数は年々増加していると  

ともに、虐待による死亡事例は依然として跡を絶たない状況である。   

これらの子ども虐待による死亡事例等を分析・検証し、事例から明らかとな  

った問題点・課題から具体的な対応策の提言を行うことを目的として、平成16  

年10月に社会保障審議会児童部会の下に「児童虐待等要保護事例の検証に関す  

る専門委員会」（以下「本委員会」という〕）が設置され、これまで4回の報告  

を取りまとめるとともに、平成20年6月には、本委員会で把握した全ての事例  

について総括的分析を行い、本委員会の報告を受けて国が行った措置や今後の  

課題等について総括報告を取りまとめたところである。   

一方、国会においては、平成19年5月に児童虐待防止法の改正が行われ、子  

どもの安全確認等のための立入調査等の強化や国及び地方公共団体による重大  

な子ども虐待事例の分析の責務などが規定された。   

今般、本委員会においては、平成19年1月1日から平成20年3月31日まで  

の問の事例について分析検討を行うとともに、地方公共団体で行った子ども虐  

待による死亡事例の検証状況について検証を行い、発生事例及び地方公共団体  

の検証方法について明らかとなった課題を受けて、具体的な改善策を提言する  

こととした。   

虐待による痛ましい被害や死亡事例をなくしていくためには、制度の更なる  

充実や適切な運用が必要であり、また、亡くなった子どもに報いるためにも国  

及び地方公共団体において死亡事例等の検証を実施することは今まで以上に重  

要である。全国の子ども虐待への対応に携わる関係者は、もう一度、虐待対応  

の基本を再認識するとともに、本報告が今後の虐待対応に活かされ、虐待によ  

る死亡事例がなくなることを期待したい。   
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